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変更認可申請書の本文を以下のとおり補正する。 

 

貢 補正前 補正後 

1.名称及び住所並びに代表者

の氏名 

変更なし 変更なし 

2.変更に係る事業所の名称 

及び所在地 

変更なし 変更なし 

3.変更に係る特定廃棄物管理

施設の区分並びに設計及び

工事の方法 

区分 

廃棄物管理設備本体 

処理施設 

固体廃棄物の処理施設 

減容処理設備 

計測制御系統施設 

放射線管理施設 

その他廃棄物管理設備の附

属施設 

気体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設 

その他の主要な事項 

設計及び工事の方法 別紙

のとおり。 

区分 

廃棄物管理設備本体 

処理施設 

固体廃棄物の処理施設 

減容処理設備 

計測制御系統施設 

放射線管理施設 

その他廃棄物管理設備の附

属施設 

気体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設 

その他の主要な事項 

設計及び工事の方法 別紙

1 のとおり。 

4.工事工程表 ― 4.工事工程表 

工事工程表  別紙 2 のと

おり。 

5.設計及び工事に係る品質 

マネジメントシステム 

4.変更に係る設計及び工事に

係る品質管理の方法及びそ

の検査のための組織に関す

る事項 

5.設計及び工事に係る品質 

マネジメントシステム 

 

「原子力施設の保安のため
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(1) 品質保証の実施に係る

組織 

(2) 保安活動の計画 

(3) 保安活動の実施 

(4) 保安活動の評価 

(5) 保安活動の改善 

品質管理の方法及びその

検査のための組織別紙のと

おり。 

の業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規

則」（令和 2 年原子力規制委

員会規則第 2 号）の規定に

適合するよう令和 2 年 4 月

22 日付け令 02 原機（大安）

022 をもって届け出た保安

活動に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項

を踏まえて策定した「廃棄

物管理施設品質マネジメン

ト計画書」（ＱＳ－Ｐ０８）

別紙 3 により、設計及び工

事の品質管理を行う。 

6.変更の理由 5.変更の理由 

 

平成 25 年 12 月 18 日に施行

された新規制基準として、核

燃料物質又は核燃料物質によ

つて汚染された物の廃棄物管

理の事業に関する規則の改

正、特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の

設計及び工事の方法の技術基

準に関する規則の改正、特定

廃棄物管理施設に係る廃棄物

管理事業者の設計及び工事に

係る品質管理の方法及びその

検査のための組織の技術基準

6.変更の理由 

 

平成 25 年 12 月 18 日に施行

された新規制基準として、核

燃料物質又は核燃料物質によ

つて汚染された物の廃棄物管

理の事業に関する規則の改

正、特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の

技術基準に関する規則の改

正、原子力施設の保安のため

の業務に係る品質管理に必要

な体制の基準に関する規則の

制定に伴い、固体廃棄物減容

処理施設の設置に係る設計及
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に関する規則の制定に伴い、

固体廃棄物減容処理施設の設

置に係る設計及び工事の方法

の認可申請書の記述を変更す

る。 

び工事の計画の認可申請書の

記述を変更する。 

 

 

6.分割申請の理由 

 

新規制基準に基づく廃棄物

管理事業変更許可に係る特定

廃棄物管理施設の変更は、以

下のとおりである。 

廃棄物管理施設の変更に係

る設計及び工事の方法の認可

（以下「設工認」という。）申

請の対象は、新たに設置又は

更新する設備や追加の工事を

伴う設備に加え、設計の変更

を行う全ての建家等のほか、

新たに規制の対象となる設備

であり、廃棄物管理事業変更

許可申請書の「廃棄物管理施

設の安全機能を有する施設の

機能分類」で示した建家等で

ある。 

設工認対象の廃棄物管理施

設は、別表の「設工認の分割

申請」に示すとおり 19 の施設

で構成され申請内容も多岐に

わたることから、新規制基準

（添付書類Ⅶに示す。） 

 

新規制基準に基づく廃棄物

管理事業変更許可に係る特定

廃棄物管理施設の変更は、以

下のとおりである。 

廃棄物管理施設の変更に係

る設計及び工事の計画の認可

（以下「設工認」という。）申

請の対象は、新たに設置又は

更新する設備や追加の工事を

伴う設備に加え、設計の変更

を行う全ての建家等のほか、

新たに規制の対象となる設備

であり、廃棄物管理事業変更

許可申請書の「廃棄物管理施

設の安全機能を有する施設の

機能分類」で示した建家等で

ある。 

設工認対象の廃棄物管理施

設は別表－1 の「設工認の分割

申請」に示すとおり 19 の施設

で構成され申請内容も多岐に

わたることから、新規制基準
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に対応する工事を段階的に進

めるため、分割して設工認を

申請する。 

 

本設工認は、廃棄物管理施

設の増設に関するものであ

る。固体廃棄物減容処理施設

は、新規制基準適合前の廃棄

物管理事業変更許可により、

設工認を第 1 回から第 6 回の

分割申請を行い、認可を取得

している。 

今回は、既認可の固体廃棄

物減容処理施設に係る新規制

基準に適合するための設工認

として、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関す

る法律第 51 条の 7 第 2項の規

定に基づき、変更する手続き

を行うものである。 

に対応する工事を段階的に進

めるため、分割して設工認を

申請する。また、新規制基準

の適合性確認の完了までの廃

棄物管理施設全体の工事及び

本設工認の工事と全体の工事

との関係は、別図－1 の「新規

制基準の適合性確認の完了ま

での廃棄物管理施設全体の工

事フロー」に示すとおりであ

る。 

なお、前述のとおり、設工

認申請の対象は、廃棄物管理

事業変更許可申請書の「廃棄

物管理施設の安全機能を有す

る施設の機能分類」で示した

建家等であり、設工認の分割

申請との関係は、別表－2 の

「廃棄物管理施設の安全機能

を有する施設の機能分類と分

割申請」に示すとおりである。

また、設工認申請の対象設備

と「特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の

技術基準に関する規則」との

関係を、別表－3 の「廃棄物管

理施設に係る設工認申請設備

ごとの特定廃棄物管理施設の

「技術基準」に関する規則一
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覧」に示す。 

本設工認では、固体廃棄物

減容処理施設の設置について

申請する。 

 

変更認可申請書の別紙を以下のとおり補正する。 

 

貢 補正前 補正後 

なし （別紙） 
（添付 別紙 1 のとおり 

改める。） 

 


